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新 旧 

（分配期および分配対象補償金） 

第４条 

補償金の分配期および分配対象補償金は、下表のとおりとする。  

分配期 分配対象補償金 

９月 前年度上半期分（４月１日～９月末日）として、６月に

JASRAC から受領した補償金 

３月 前年度下半期分（１０月１日～３月末日）として、１２月

に JASRAC から受領した補償金 

 

２ 前項の規定にかかわらず、各分配期における補償金の分配額

が、３，０００円に満たない場合は、甲は、次期以降の補償金と合算して

乙へ分配することができる。 

 

（関係権利者の確定） 

第７条 

分配対象著作物の関係権利者は、下表の関係権利者の確定基準日にお

ける権利関係に基づき確定する。 

関係権利者の確定基準日 

分配期 関係権利者の確定基準日 

９月 ３月３１日 

３月 ９月３０日 

 

（分配資料） 

第１１条 

第２条の分配対象著作物及び第９条の分配点数は、甲が著作物使用料の管

理を行った結果として保持する機械的処理記録に基づいて確定し、補償金

の分配に用いる資料とする。 

 

（支払計算書等の交付及び送金） 

第１３条 

補償金の分配に係る支払計算書等の交付及び送金は、毎年９月及び３

月に行う著作物使用料の分配に合せて行うものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

この規程は、平成１７年１０月１日から施行し、平成１８年１月１日

（分配期および分配対象補償金） 

第４条 

補償金の分配期および分配対象補償金は、下表のとおりとする。  

分配期 分配対象補償金 

８月 前年度上半期分（４月１日～９月末日）として、６月に

JASRAC から受領した補償金 

２月 前年度下半期分（１０月１日～３月末日）として、１２月

に JASRAC から受領した補償金 

 

 

 

 

 

（関係権利者の確定） 

第７条 

分配対象著作物の関係権利者は、下表の関係権利者の確定基準日にお

ける権利関係に基づき確定する。 

関係権利者の確定基準日 

分配期 関係権利者の確定基準日 

８月 ３月３１日 

２月 ９月３０日 

 

（分配資料） 

第１１条 

第２条の分配対象著作物及び第９条の分配点数は、甲が著作物使用料の管

理を行った結果として保持する機械的処理記録に基づいて確定し、補償金

の分配に用いる資料とする。 

 

（支払計算書等の交付及び送金） 

第１３条 

補償金の分配に係る支払計算書等の交付及び送金は、毎年８月及び２

月に行う著作物使用料の分配に合せて行うものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

 この規程は、平成１７年１０月１日から施行し、平成１８年１月１日か
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から適用する。 

 

この規定は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

ら適用する。 

 

 

 

 


